
５
月
は
赤
十
字
運
動
月
間
で
す

災
害
時
の
被
災
者
救
援
活
動

災
害
現
場
へ
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
・
救
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
派
遣
や
救
援
物
資
の
配

布
、
炊
き
出
し
の
ほ
か
、
心
身
の
ケ
ア
や

避
難
所
運
営
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

赤
十
字
講
習
の
実
施

事
故
や
病
気
に
対
す
る
応
急
処
置
の
方

法
や
家
庭
内
で
の
病
気

の
予
防
、
高
齢
者
の
介

護
方
法
な
ど
の
普
及
を

目
的
に
、
救
急
法
や
生

活
支
援
の
講
習
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

赤
十
字
奉
仕
団
の
育
成

福
祉
施
設
や
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
と

の
交
流
を
は
じ
め
、
大
規
模
災
害
発
生
時

の
救
援
活
動
な
ど
を
行
う
赤
十
字
奉
仕
団

を
育
成
し
て
い
ま
す
。

募
金
や
義
援
金
の
受
け
付
け

赤
十
字
の
活
動
は
、
皆
さ
ん
か
ら
の

寄
付
金
な
ど
を
財
源
と
し
て
い
て
、
国

内
外
の
被
災
者
へ
の
医
療
救
護
活
動
や

物
資
の
提
供
な
ど
を
目
的
に
、
募
金
や

義
援
金
の
協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

赤
十
字
へ
多
く
の
募
金
を
寄
せ
ら
れ
た

個
人
ま
た
は
法
人
に
は
、
表
彰
制
度
も

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ

さ
い
。

献
血（
血
液
事
業
）

輸
血
や
血
液
製
剤
に

よ
る
治
療
を
必
要
と
す

る
人
に
血
液
を
提
供
す

る
た
め
、
献
血
に
協
力

く
だ
さ
い
。
献
血
は
、

常
設
会
場
の
献
血
ル
ー

ム（
カ
リ
ー
ノ
宮
崎
・
宮
崎
市
橘
通
東
四

丁
目
８
－
１
）
の
ほ
か
、
県
内
を
巡
回
す

る
献
血
バ
ス
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

◉
献
血
バ
ス
の
運
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

日
時
や
会
場
な
ど
は
、
県
赤
十
字
血
液

セ
ン
タ
ー
（
☎
０
９
８
５
－ 

50 

－ 

１
８
０
０
）
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

福
祉
に
関
す
る
相
談
や
支
援
の
担
い
手

で
あ
る「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」。
全
国

民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会
で
は
、
５
月

12
日
を「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」と

定
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

地
域
の「
つ
な
ぎ
役
」

民
生
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
、
社
会
福
祉
の
増
進
を
目
的
に
活

動
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
児
童
福
祉
法
に

基
づ
き
児
童
委
員
も
兼
ね
る
た
め「
民
生

委
員
・
児
童
委
員
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
を
受
け
持
ち
、
一

人
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
体
の
不
自
由
な

人
、
生
活
に
困
っ
て
い
る
人
、
子
育
て
世

帯
な
ど
の
悩
み
や
心
配
事
の
相
談
に
応

じ
、
市
や
関
係
機
関
と
の「
つ
な
ぎ
役
」

と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

子
育
て
に
関
す
る
こ
と
は
主
任
児
童

委
員
へ

主
任
児
童
委
員
は
、
子
ど
も
や
子
育

て
に
関
す
る
こ
と
を
専
門
に
活
動
し
て

い
ま
す
。
関
係
機
関
と
児
童
委
員
と
の

連
絡
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
児
童
委

員
の
活
動
に
対
す
る
援
助
や
協
力
を
行

い
ま
す
。

民
生
委
員・児
童
委
員
の
日

５
月
12
日
は

◎
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課　
☎
36
－
８
７
１
１

◎
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課　
☎
36
－
８
７
１
１

５
月
８
日
の「
世
界
赤
十
字
デ
ー
」に
合
わ
せ
、
毎
年
５
月
は

赤
十
字
運
動
月
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
日
本
赤
十
字
社

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

安心して相談ください
昨年12月の一斉改選（３年の

任期）で、新たに312人が委嘱さ
れました。民生委員・児童委員は、
地区内の一人暮らしの高齢者宅へ
の訪問や、通学する児童の見守り
活動を行っています。
委員には守秘義務があり、活動

で知り得たことを漏らすことはあ
りません。一人で悩まず、安心し
て相談ください。

坂元 京子さん（高城町有水）

都城市および高城地区民生委員
児童委員協議会会長

令
和
７
年
度
の
相
談
件
数

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た

相
談
件
数
は
４
３
１
件
。
内
訳
は
、
多
重

債
務
52
件
、
通
信
販
売
１
０
３
件
、
悪
質

商
法
33
件
な
ど
で
す
。

世
の
中
の
混
乱
や
不
安
に
付
け
込
み
、

悪
質
な
手
口
で
高
額
な
契
約
な
ど
を
迫
っ

て
く
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
不
審
に
思
っ

た
時
や
少
し
で
も
お
か
し
い
と
感
じ
た
ら
、

す
ぐ
に
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。

同
セ
ン
タ
ー
で
は
、
弁
護
士
に
よ
る
無

料
法
律
相
談
を
毎
月
行
っ
て
い
ま
す
。
一

人
で
悩
ま
ず
、
早
め
に
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

消
費
生
活
相
談
・
弁
護
士
法
律
相
談
に

つ
い
て
詳
し
く
は
、
２
月
27
日
発
行
の

「
暮
ら
し
の
情
報
保
存
版
」に
掲
載
し
て

い
ま
す

知
ら
な
い
と
怖
い
！

Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
き
っ
か
け
の
ト
ラ
ブ
ル

年
々
相
談
件
数
が
増
加
し
て
い
る
Ｓ
Ｎ

Ｓ
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
。
今
回
は
、
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
る
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

◉�

ス
キ
マ
時
間
に
稼
げ
る
な
ど
と
う
た
う

副
業
ト
ラ
ブ
ル
に
注
意
！

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
動
画
広
告
な
ど
で「
い
い
ね

を
押
す
だ
け
」
な
ど
の
簡
単
な
作
業
で
稼

げ
る
と
い
う
副
業
を
見
つ
け
て
応
募
し
た

と
こ
ろ
、
高
額
報
酬
を
得
る
た
め
に
は
ま

ず
振
り
込
み
が
必
要
と
指
示
さ
れ
、
そ
の

後
も
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
振
り
込
み
を
さ

せ
ら
れ
た
が
、
高
額
報
酬
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
事
例
。
教
え
た
個
人
情
報
が
悪
用

さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

◆
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

一
度
振
り
込
ん
で
し
ま
う
と
、
被
害
回

復
は
困
難
で
す
。「
簡
単
に
稼
げ
る
」「
も

う
か
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
広
告
は
詐
欺

の
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
う
の
み
に
し
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◉
お
試
し
の
つ
も
り
が
定
期
購
入
に

Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
広
告
を
見
て
、
１
回
だ
け

の
つ
も
り
で
商
品
を
注
文
し
た
と
こ
ろ
、

定
期
購
入
が
条
件
の
契
約
だ
っ
た
事
例
。

広
告
に「
い
つ
で
も
解
約
で
き
る
」
と
書

い
て
い
て
も
、
実
際
に
は
容
易
に
解
約
で

き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

◆
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

注
文
前
に
、
販
売
業
者
の
情
報
や
契
約

条
件
な
ど
を
入
念
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

特
に
、「
最
終
確
認
画
面
」で
解
約
条
件
な

ど
を
確
認
し
、
そ
の
画
面
を
ス
ク
リ
ー
ン

シ
ョ
ッ
ト
で
保
存
し
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

困
っ
た
ら
す
ぐ
に
相
談
く
だ
さ
い

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
専
門
的

な
知
識
を
持
つ
相
談
員
が
相
談
に
応
じ
、

事
業
者
と
の
自
主
交
渉
の
方
法
や
具
体
的

な
解
決
方
法
に
つ
い
て
助
言
や
情
報
提
供

を
行
い
ま
す
。
消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ

ブ
ル
で
困
っ
た
と
き
は
、
抱
え
込
ま
ず
に

気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

次のチェックリストを活用して、通
信販売での定期購入トラブルを未然
に防ぎましょう。
□ �定期購入が条件になっていませんか
□ �定期購入の場合、継続期間や購入

回数が決められていませんか
□ 支払い総額はいくらですか
□ 解約時の連絡手段を確認しましたか
□� �「解約・返品できるか」、「返品条件

（返品特約）」、「解約条件」を確認
しましたか

□� �配達日や、利用規約の内容を確認
しましたか

□� �未成年者の場合、「法定代理人の同
意を得ている」のチェック欄に保護
者の同意を得てチェックしましたか

□� �未成年者の場合、年齢や生年月日
を偽らずに申し込んでいますか

※�契約条件などが記載されている画
面は、スクリーンショットで保存し
ましょう

市消費生活センターでは、暮らしの中で起こる消費生活に関するさま
ざまなトラブルの相談を受け付けています。少しでもおかしいと不安に
思ったときは、気軽に相談ください。

◎問い合わせ　市消費生活センター　☎ 23‒7154

消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず相談を！

５月は全国消費者月間です

□ 購入前に確認！チェックリスト✓
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